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仕 様 書 

 

１ 件 名 

港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託 

 

２ 履行場所 

港区指定場所 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託の目的 

区は、令和６年３月に「第４次港区住宅基本計画（令和５年度改定版）（以下「住宅

基本計画」という。）」を策定し、区民向け住宅について、適正な管理・運営を行うと

ともに、中堅所得者向け住宅の活用を通じて住宅セーフティネットの構築を図ることと

している。 

区においては、令和８年１月から、住宅確保要配慮者を対象とした地域優良賃貸住宅

であるシティハイツ高浜の管理・運営を新たに開始している。また、令和１０年には、

区内における中堅所得者向け住宅である特定公共賃貸住宅について、管理期間が２０年

以上となる。 

これらを踏まえ、区職員で構成する港区区民向け住宅の在り方検討委員会（以下「検

討委員会」という。）及び学識経験者等で構成する有識者会議を設置し、住宅確保要配

慮者が区内で安心して居住を継続できる環境の確保に向けて、中堅所得者向けの区民向

け住宅を活用した住宅セーフティネットの在り方について検討する。 

本業務は、区民向け住宅の在り方の論点を整理するための各種調査・検討を踏まえ、

区民向け住宅の在り方を取りまとめるための支援を行うものである。 

 

５ 検討対象施設 

別紙１別表のとおり 

 

６ 委託内容 

（１）区民向け住宅の在り方検討に向けた支援 

ア 住宅政策に関する上位・関連計画の整理 

 国や東京都、港区における住宅政策に関する上位計画を整理する。 

イ 港区の住宅・住環境等の調査・分析 

統計データ等から港区の住宅及び住環境等の現状を調査・分析する。具体的に調

別紙１ 
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査・分析する事項は以下のとおりとする。また、検討の深度化に応じて、適宜、必

要となる統計データについて提案するとともに、調査・分析する。 

  第４次港区住宅基本計画（令和５年度改定版）第２章及び第３章において整

理している統計データについて、最新の統計データを調査し分析する。 

  総務省による住宅・土地統計調査において、港区の統計が抽出できるデータ

一式の経年変化の分析及び２３区全体との比較分析。 

  マンションデータサービスより港区内における分譲マンションの供給量等を

経年で調査・分析する。なお、港区内におけるマンションデータサービス

は、受注者が購入すること。 

  公益財団法人東日本不動産流通機構（以下「機構」という。）によるレイン

ズ情報より、港区内における賃貸住宅や分譲中古マンションの供給量等を経

年で調査・分析する。なお、港区内におけるレインズ情報データは、発注者

が、機構と調整の上、受注者に貸与する。 

   ウ 区民向け住宅の管理運営等に関する調査・分析 

    区民向け住宅の管理運営等に関する現状を調査・分析する。具体的に調査・分析

する事項は以下のとおりとする。 

・別表における区民向け住宅や地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜における入居

状況や応募状況より世帯状況を調査・分析する。 

    ・子育て世帯や高齢者世帯、障害者世帯等のモデル世帯を年収別に複数設定し、

モデル世帯の年収から所得を試算する。 

    ・区民向け住宅を地域優良賃貸住宅へ転用した場合の家賃の試算と転用に向けた

課題を整理する。 

エ 公的賃貸住宅を管理する事業主体へのヒアリング調査 

 公的賃貸住宅として管理している事業主体（東京都や他自治体、独立行政法人都

市再生機構、東京都住宅供給公社等）が実施している住宅確保要配慮者に向けた取

組み等を調査・整理する。併せて先鋭的な取組や参考となる取組みについてはヒア

リング調査を実施し、詳細な制度設計と運営方法を把握する。 

オ 論点の整理 

 上記ア～エを踏まえ、区民向け住宅の在り方を検討するための論点を整理し、今

後、取組むべき具体的な施策の方向性を整理する。 

カ 中間とりまとめ（案）の整理 

 上記オを踏まえ、区民向け住宅の在り方検討の方向性（案）についてとりまとめ

る。併せて次年度において検証すべき方向性を整理する。なお、「在り方」は中間

とりまとめを踏まえ、令和９年度に決定する。 

（２）会議資料の作成支援 

以下の会議の開催に向けた資料の作成支援 



 3 

ア 庁内関係課で構成する策定委員会の会議（計３回程度開催予定） 

イ 学識経験者らで構成する有識者の会議（計３回程度開催予定） 

ウ 上記ア・イの委員会の議事録作成 

 

８ 業務の処理 

（１）受注者は、委託内容について十分な検討を行い関係法令に基づいて業務を処理する

こと。 

（２）受注者は、業務の実施にあたり、発注者と連絡をとり、かつ、十分な打合せを行

い、業務の目的を達成すること。 

（３）受注者は打合せ議事録をその都度作成し、発注者の確認を受けた上で、１週間以内

に提出すること。 

（４）受注者は、本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、発注者と速やかに協議の上、決

定すること。 

（５）上記業務の処理にあたり、必要となる費用はすべて受注者の負担とする。 

 

９ 書類の提出 

契約締結後、受注者は速やかに、次の書類を提出すること。 

（１）委託着手届 

（２）管理技術者（総括責任者）、担当主任技術者届 

（３）委託工程表 

 

10 成果品の提出 

受注者は、業務が完了したときは遅滞なく次の成果品を提出すること。 

（１）報告書（Ａ４判 製本）・・・・・・・・・・・・・・ ２ 部 

（２）議事録及び関係資料(Ａ４判) ・・・・・・・ ・・・・２ 部 

（３）電子データ 

 

11 成果品の納入場所 

港区指定場所 

 

12 著作権の帰属 

本契約の履行により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるとこ

ろによる。ただし、受注者が、この契約の目的を遂行するために発注者に提供する文

書、資料およびコンピュータ・プログラム、その他の著作物のうち、この契約以前から

受注者が著作権を有していた部分は受注者に留保するものとする。 

（１）受注者は、著作権法（昭和45 年法律第48 号）第21 条（複製権）、第26 条の３



 4 

（貸与権）、第27 条（翻訳権、翻案権等）及び第28 条（二次著作物の利用に関する

原著作者の権利）に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、か

かる成果品についての複製、二次的著作物作成、その他の形式で制限なく自ら利用

し、他に利用させることのできる使用権を受注者に留保する。 

（２）発注者は、著作権法第20 条（同一性保持権）第２項第３号または第４号に該当し

ない場合においても、その使用のために、成果品を改変し、また、任意の著作者名で

任意に公表することができるものとする。 

（３）受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18 条（公表

権）及び第19 条（氏名表示権）を行使することができない。本委託で得られた成果

及び作成物についての所有権及び著作権は、すべて発注者に帰属する。 

 

13 支払方法 

契約代金は、すべての業務の履行確認後、受注者からの請求に基づき一括で支払うこ

ととする。 

 

14 受注者の責務等 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講ずること。 

（２）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況を確

認の上、適宜報告すること。 

（３）受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切

に行うこと。 

（４）受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。 

（５）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推

進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（６）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。ま

た、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あら

ゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（８）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防

止に関する条例」（平成９年港区条例第42 号）第９条に規定するみなとタバコルー

ルを遵守すること。 

（９）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努

めること。 
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15 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成12 年東京都条例第215 号）の規定に基づき、次

の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成4 年法律第70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用

に努めること 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気自動

車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣ

Ｖ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置

装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提

出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に

関するガイドライン（平成29 年3 月16 日改正28 環改車第790 号）」に規定する評

価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

16 担当 

港区街づくり支援部住宅課住宅政策担当 辻 

電話 03-3578-2289 


